
特室料変更のお知らせ

平素より当院をご利用いただき、誠にありがとうございます。
昨今の物価高に加え、医療環境の維持・向上のため、特室料を

以下の通り、変更させていただくこととなりました。
ご不明な点は医事窓口までお問い合わせください。
今後とも安心・安全な医療サービスの提供に努めてまいります。

◆変更内容
適用開始日：令和８年５月１日より
※ 継続して特別室にご入院される患者様につきましては、

令和８年４月３０日までは現行料金、令和８年５月１日
以降に改定料金でお支払いただくことになります。

号室 現行料金 改定料金

120、121、122、123
220、221、222、223

3,300 3,850

105、106 4,400 4,950

113、115、205、206、213、215、
320、321、322、323

5,500 6,050

305、306 7,700 8,250

313 13,750 22,000

315 18,920 27,500

令和 ８年 ３月３０日
箱根病院長
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